社団法人日本花き生産協会
第51回通常総会議事録
１．日時及び場所

　　平成22年年5月28日（金）午後1時30分から午後4時15分

　　メルパルク東京（郵便貯金会館）

２．総会員数・出席会員数及び出席者氏名

　　会員数　41会員

　　出席会員数　41会員（22会員、委任状19会員）

　　出席者氏名　別紙

３．吉野常務が開会を宣言し、開会した。

４．出席者の報告

　　吉野常務が出席会員数を報告し、定款第24条第1項に規定されている会員の過半数以上が出席しており、定員数を満たしているので本総会が成立する旨報告した。

５．田島会長挨拶（要旨）

・花きが大変厳しい状況が依然として続いている。新聞等での報道にもありましたが、昨年度が4,050億円の取扱高、10年位前6,000億を窺うまで行った。2000億近く下落し、10数年の間に取引形態等も変わってきています。
　・1，2年、園芸関係が特に苦労している。景気の低迷、デフレやら、一過性のもので景気は早晩回復するという観測もリーマンショック後にはあったが、簡単に景気が上向く状況ではないような気がしている。
・日本の経済は外国との関連で、3月の大企業の決算等でも大きい企業は空前の収益をあげ、国内生産というより外国で稼いでいる。会社は外国へ行って、向こうで材料を調達して、工場を作り現地採用し、そこで売る、さらには、第三国へ輸出する。
・2，3日前の新聞報道では、トヨタはアメリカの自社工場からエンジンを国内に持ってきて製品を作る。空洞化、今後、少子・高齢化とあいまって国内景気が停滞する可能性もある。地方都市に住んでいると、中央商店街がシャッター通り、商売の中心は郊外に行って、郊外の大手同士が競争している。日本の経済の現状と非常に似ている。
・花は、消費拡大、底辺の拡大は必要ですが、こういう中で花き産業をどうしていくかということを改めて検討せざるを得ない時期に来ている。こういう時期だからこそ消費を伸ばさないといけない。我々の生産がどういう方向性をとるかということも、自助努力とあいまって検討する必要がある。決して花が駄目だということではないとは思うが、世界生産額の３位で、消費では世界第２位、人口規模から、花大国であることも事実だ。今後、生産協会としても、皆さん方のお知恵を頂き行政の御指導等も頂きながらこれを構築していく必要がある。我々としても行政あるいは関係団体、いろいろな業界とも連絡をさらに密にしながら、適切な情報、方向を提示出来たらと考える。また、専門分野においては、部会が今、非常に熱心に消費拡大、あるいは技術交流、情報交換等を行っている。連絡を密にして手助けしながら、また部会の成長を促していけたらと考える。総会の中で御議論頂き、よい方向を示して頂ければと考える。
６．来賓挨拶（要旨）
農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室長　表　尚志

・一昨年の７月に赴任して以来、さまざまな教えを頂いた。そのおかげで、２年間大変充実した時間を過せた。花の産業に思うこと、感じること、心配していることがあり、皆さんに考えて頂きたくメッセージとしてお伝えしたい。

・今日は「日本花き生産協会第51回通常総会によせて」という題名で、自分が言いたいことをまとめたペーパーを作って来た。冒頭、ペーパーに沿って、簡単にお話を申し上げ、総会終了後、改めてより具体的に申し上げる。非常に面白い資料もつけたので、御熟読頂きたい。

・「花き産業振興方針」は、4月9日に公表した。生産協会からも伊藤副会長、前林鉢物部会副部会長に出て頂いて、大変熱心に御議論頂いた。本日は、花き産業振興方針本文と、やるべき取り組みについて、関係者としてどの部門の責任が大きいかを整理した資料をお配りする。生産者の欄に二重丸、丸が付いている部分については生産者としてどうやっていくかを考えて頂きたい。

・今日はお配りしていないが、98ページからなる資料も作った。データに基づいて議論することが基本だと思い、データを集めた。現場の皆さんにマーケティングの資料として参考にして頂きたい。

・政策の方向性として花き産業振興方針では、①正しい情報、花の魅力や効用についての情報、産地の情報を発信すること、②花育、③輸出の拡大、④日持ち性向上などを打ち出した。

・生産者、出荷団体向けには、日持ちのよい花きを求めるニーズへの対応とニーズに応じた生産と生産体制の強化を言っている。

・日持ちのよい花きを実際に供給するためには、生産者サイドが清潔な水や容器による水揚げとか、前処理、温度管理をするとかいうことが必要。花の大国、日本で残念でならないのは、海外のコロンビア、中国の農民が基本的なことが出来ているのに、日本ではできないこと。これでは、海外からの輸入攻勢に勝てない。アンケートでは消費者が求めることの上位に日持ちが来ている。中国、コロンビアで出来て、日本で出来ないことはない。是非、基礎的なことからしっかりと積み上げて頂きたい。

・ニーズの把握・分析と生産販売戦略の策定と実践が重要。仕切り書に買参人の番号とかセリ、相対の別とか、昔は書いてあったが、なくなったというお話を聞いた。農林水産省の市場室だけでなく、そのような指導をしている自治体の関係課長と50分間、電話で議論をした。議論してわかったのは、指導には何の根拠もないということ。その旨を花き産業振興方針に書いた。花き産業振興方針に書いてあるということは、農林水産省が認めたということ。市場協会総会の場で、卸売市場の方にもしっかりと根拠がないということを話した。卸売市場から、指導によってデータを残すことが出来ないなどの説明があれば、「花き産業振興方針に書いてあるとおりで、何の根拠も無い」と反論して頂きたい。非合理的な、非論理的なことがなくなっていくことが花き産業の発展に繋がる。

・低コスト化と差別化、ブランド化による高付加価値化の推進も重要。これは、皆様方の工夫に負っているところが大変多い。驚いたことに、99％もの小売店が、環境にやさしい商品がほしいとの消費者の要望があると言っている。環境意識はすごく高まっている。実際の消費者の環境への関心はどの辺にあるかという研究がまだ進んでいないが、今後、花き産業振興室としてもこの点も追求していきたい。生産者の方々もそういう意識を持って頂きたい。

　・卸売市場の将来方向に関する研究会は、現在、議論が進められている。田島会長にも１回御出席いただいて意見を述べて頂いた。多分秋に向けてより具体的な政策的な方向性が出る。ぜひ注目して頂きたい。

　・卸売業者破産懸念への事前対策例を調べた。このきっかけは浜松で市場倒産が起き、生産者の方々が大変苦しい思いをされ、損失をされたこと。青果物とか水産物の人たちは市場の倒産を全く気にしない。なぜかと調べると、特に青果物などはＪＡがしっかりと対応策を取っている。セーフティネットがあるので、青果物の出荷者はこういう羽目にならない。花の方は、特に鉢物、これは個選が多い。ＪＡを通さないケースも多いので、結果的にセーフティネットがない。後ほど皆様にもまた細かく御説明します。どういうふうに対応するか、生産協会としてどういうふうに対応するか、鉢物部会としてどう対応するか考えて頂きたい。選択肢のうちの一つでＪＡに入るという選択肢もあるかもしれない。皆様がものを考えるきっかけになって頂ければと思って資料をまとめたので、後ほど説明する。

　・花き関係の予算についても、生産協会へのメッセージがある。実はこの花き産業振興方針の議論を進めていた時に困ったことがあった。輸入品の脅威ということをできるだけ具体的に数字で説明をしようと思った。しかし、海外の生産費だとか海外から持ってくる時の流通費の分析というデータが全然ない。どこまでコストを下げれば戦えるのかということを全く議論ができない。花き産業振興方針の中でもそこの分析がやや薄くなっている。役所も考えなくてはいけないが、生産者、生産協会が細かく調べる位でないと、本当に有効な対抗戦略は練れない。何らかの形で調べるようなことをして頂きたい。

・花き産業振興方針に基づいて、予算を２千百万円から5千数百万円に大幅に増やした。一括で発注するのではなくて分割発注をするようにした。産地情報の発信みたいな項目とか日持ち保証みたいな話を予算としてつけた。これについては、生産協会で手を挙げて頂いてもいいと思う。もっとも、一方で公益法人改革の関係で生産協会が生産協会という名前で手を上げられないという話になって、実質上、生産協会がやる場合もどこかの軒先を借りる形にせざるを得ないが、そういう仕事をすると、その過程においていろいろなことがわかってきて、知識も豊富になる。生産協会の方でどういう形で生産者に役立つ情報を収集するかについて関与していくことも考えて頂きたい。

・大変心を痛めているのが退会問題。生産協会への参加メリットについて明確で十分な説明が必要なのではないか。そして、説明を尽くしても参加してくれないというときには、次のアクションとして新しいサービス、新しい魅力をつけ加えないと、お客様満足度が上がらない。退会してしまえば、もう一回再入会という形にならない。ぜひ皆さんで知恵を絞って頂きたい。

・花きの消費拡大、いわゆる1,000分の１構想についてもペーパーにした。生産者の方々にいろいろと御事情があるのもわかる。今から申し上げることは、別に生産者だけに関して申し上げることではないが、一つお願いしたいのは、ぜひ関係者の間の話し合いに出席して欲しい。発言権がある方に出席して頂いて欲しい。役所がオブザーバーとして参加させて頂いた中で、事務局の出席に止まったことが２回、誰も出席しなかったことが１回あった。出て頂かないと、どこに主張のポイントがあるのか分らない。紙でのやりとりとか、人を通した情報とかでは、本音は全然わからない。私自身も生産協会の主張のポイントについては、正直言って分かりかねるところがある。生産者の方の立場は、ぜひ主張する場に出て主張して頂きたい。お願いの一つ目です。

・同じく1,000分の1構想について、決定権限のある人が団体によって違う。1,000分の１構想については、消費拡大検討委員会という委員会があって、ほかの団体の委員の人たちは、本当に自分が仕切っているみたいな感じで発言をされるが、生産協会の委員は一歩引いた言い方をされる。一方、４団体長会議では田島会長が発言され、その他の団体長はその方向についていくみたいな感じのようだ。誰が実質的な権限を持っているかが業界団体ごとに違う。このレベルをそろえるなり、実質的な権限がある人同士で話をする機会にならないといけない。オブザーバーとして見て、常に話し合いがすれ違ってしまっているような気がしてならない。是非権限のある人同士で話し合う仕組みをつくって頂きたい。

・1,000分の１構想については、お金の集め方が議論の中心になっているが、本当はどういうふうに使うかという話と車の両輪で議論をしなくてはいけない。消費拡大検討委員会でそういう話になっていくのかなと思っていたら、そうでもない。この仕事、中身を詰めるという仕事は片手間ではできない。お忙しい方が２月に１回ぐらい集まって議論をしても、お金の集め方みたいな話は哲学の話なので出来るが、どう使えば消費拡大ができるだろうかという話は、実務家と、優秀な専任スタッフがいないと詰まっていかない。ぜひお金の集め方だけではなくて、中身についても議論をして頂きたい。そのためにはお金もいります。そういう面を含め検討をお願いしたい。新しい体制も出来るということなので、ぜひ新しい体制のもとで、今申し上げたようなことを進めていって頂きたい。

　出席来賓・顧問紹介
　（来賓）

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室長　　表　尚志

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室課長補佐　松本　賢英

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室係員　中田　義博　　　　　　　　　　　　　　　　

（顧問）（社）日本花き生産協会顧問　　　　小嶋　恒

（新聞社）　日本農業新聞、花卉園芸新聞、

７．配布資料

　資料1．第50回通常総会出席者名簿

資料2．第50回通常総会資料

資料3．平成21年度会員名簿

資料４．（社）日本花き生産協会定款

その他（（「花作り」第52号、「花き産業振興方針」、「国際園芸博覧会フロリアード2012年」、農林水産省からの「日本花き生産協会第51回総会によせて」他1点）
８．議案審議

（審議事項）

　　第1号議案　平成21年度事業実績及び収支計算書、監事の意見書
　　第2号議案　平成22年度事業計画（案）及び収支計画（案）

　　第3号議案　役員の改選

　　その他
９．議事の経過概要と結果
（１）議長の選出

　　　　吉野常務理事が定款第20条第3項に基づき田島会長が総会の議長になる旨を告げ議長を選出した

（２）議事録署名人

　　　　議長（田島会長）より本総会出席の新潟県豊島正人及び奈良県別所矩佳2名を指名したところ、出席者全員異議なく、選出された。

（３）議案審議

　　第1号議案　平成21年度事業実績報告及び収支計算書の承認について

　　　・資料に基づき、平成21年度事業実績報告及び収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、退職給与基金特別会計、計算書類に対する注記について事務局から説明を行った。

　　　・併せ社団法人日本花き生産協会定款第33条の規定により実施した会計監査内容を監事　別所矩佳から監事を代表して内容が適正である旨の報告があった。

　　　・以上の説明、報告の後、質疑応答を行い、その後、第1号議案は拍手多数をもって原案どおり議決された。　　

　（説明要旨）　
ア．事業報告

　・花き農家の振興対策：花き生産者の経営安定と技術向上のための研究会、研修会を各部会単位で開催し会員の資質向上と情報交換を行った（資料の3頁、具体的な事業と内容は37頁）

・花き団体、県組織が行うイベント、表彰等行事に対し、後援、会長等表彰を行った。平成21年度は69回実施した。
・全国花き品評会、洋らん部門は21年11月20日、東京のフラワーオークションジャパン（ＦＡＪ）で開催し、397点の出品があり、金賞50点、特別賞30点を選考した。全国花き品評会・シクラメン部門は、21年11月25日、ＦＪＡで開催し、287点の出品があり、入賞作品44点、特別賞15点を選考した。
・カーネーション経営に占める苗代のウエイトが高いことから共同購入を実施した。

・輸入花き、20年産、キク11％、カーネーション36％、バラで18％を占めるに至っている。部会の研究会、研修会等で情報分析と対策、対応方向を検討すると共に、輸出も方法として、農林水産省輸出促進協議会、（財）日本花普及センターでの全国花輸出拡大協議会に参加して情報の収集等を行った。
・情報提供、組織強化対策、部会中心ですが部会加入の促進と、後継者を育てることも部会の役割であり、スプレーぎく、カーネーション、鉢物部会で青年部を組織化し、青年部活動を支援した。
・会報「花作り」を作成して配付した。協会のホームページについては各種大会、研修会等の開催要領等を速やかにホームページ上にアップした。情報伝達に努めた。
　・最大の事業「第53回日本花き生産大会あいち」を、愛知県関係者の協力のもとに生産者約1000人強の参加者を得て平成22年2月9日から10日まで開催した。
　・協会の役員会、４回開催して、協会の運営事項等について協議を行った。」このうち２回は部会長と合同での連絡調整会議を開催した。
　・部会の役員会は、年３回から５回開催し研究会、研修会の計画、テーマの設定、講師の選定等を行った。資質向上につながるようなテーマの設定に取り組んだ。
　・鉢物、洋らんでは、花き流通容器システム協議会に参加した。
　・花き消費拡大対策では、部会単位、洋らん、シクラメンの優秀作品の市場での展示、球根・切花部会では、ＮＨＫ「趣味の園芸」プレゼントコーナーへのプレゼントと広告をおこなった。平成21年4月のジャパンフラワーフェスティバルにスプレーぎく部会及びカーネーション部会が参加。スプレーぎく部会は平成22年11月消費拡大キャンペーンを行った。カーネーション部会では、日本で栽培されて100年と節目に当たりジャパンフラワーフェスティバル、銀座ソニービルでのカーネーション栽培100周年展示を行った。
　・日本花き生産協会では消費宣伝資材としてカレンダーを作成し、会員県に配布すると共に、一般配布も行った。
　・日本花き生産協会の運営と活性化に関する検討会については、別途（社）日本花き卸売市場協会等4団体で花き消費拡大検討委員会が開催されており、これに参加した関係で、検討会自体は開催しなかった。
　・平成21年度になって花き消費拡大検討委員会が６回開催され、2名の委員が出席した。この関係で、日本花き生産協会から会員に対し21年8月5日付け「花き消費拡大事業のための資金造成の周知徹底のお願いについて」文書を発送して、周知徹底のお願いをした。花き消費拡大検討委員会で意見表明してきた。検討経過としては、市場側が１万分の１となったこと、他団体も含め、均等負担が本当に確保されるのか。市場での徴収方法、市場で預かった資金の管理方法（均等負担の観点から一時生産協会が預かる。）。合意できていない。平成22年度も引き続き検討会が開催されているが、合意への課題は多い。

　・要望・要請行動：重油高騰対策については、平成21年度は農林水産省の補助事業等の継続をお願いした。平成20年度に集荷運賃値上げに対する抗議と協議、21年６月には値下げ前の集荷運賃となった。市場取引の透明化に関する要望については、仕切り伝票への明記、クレーム処理の明確化等、22年１月22日に市場協会へ要望を行った。
　・農林水産省において、花き産業振興方針の見直し検討会が開催され、生産協会からも２名の委員が検討会に参加した。また、農林水産省「卸売市場の将来方向に関する検討会」が開催され、会長が会員の意見を聴取し、市場の適正配置、流通コストの低減、多様な取引の中で価格設定の透明化、代金決済機能の充実と生産者が安心して出荷できる卸売市場の育成要望等の意見表明を行った。
　・「日蘭植物検疫交渉における日本向け花き球根輸出検査基準の緩和」について20年の日蘭植物検疫交渉で日本向け輸出球根のウイルス濃度の緩和が合意され、球根・切花部会で取り上げて農林水産省に再交渉をお願いした。平成22年3月、オランダ側の合意がとれ、ほぼ従来どおりのウイルス濃度のオランダ産球根の輸入が確保された。
・その他関係資料を入手して会員に送付した。
イ．収支計算書
Ⅰ．事業活動収支の部

･事業活動の収入：会費収入；20,201千円、賛助会員会費400千円、負担金収入；事業
負担金収入1,120千円（関東・東海花展の分担金）、部会負担金収入2,300千円、（部会の大会助成金等、鉢物とスプレーの大会等）、雑収入182,544円、受取利息1,855円、広告収入241,500千円（球根・切花部会広告）事業活動収入計が24,446,899円
・事業活動の支出：印刷費210,420円、表彰費382,883円、消費宣伝費1,900,769円（カレンダー等）、通信運搬費775,241円（インターネット関係・電話、郵送料等の2分の1額）、負担金2,119千円（他関係団体会費と関東・東海花展の分担金）、慶弔費138,591円、渉外費0、調査宣伝費91,100千円、会議費986,472円（賃借料のうち会議室分）、資料費367,695円、会報費588千円、旅費473,780円、生産者大会助成金600千円、部会・大会関係支出1,300千円（鉢物とスプレーぎくの大会）、花き生産協会運営と活性化に関する検討会費0円、給与費5,376千円、（常務の給与の２分の１と職員の給料）、福利厚生費が704,733円、交通費628,920円、臨時雇い賃金が1,206,500円、事業活動支出計17,850,126円
・管理費支出：給与費が2,496千円、福利厚生費332,730円、会議費779,569円、賃借料1,972,932円、水道光熱費673,584円、消耗品費51,633円、通信運搬費345,697円、交通費250,070円、リース料736,680円、租税公課70千円、雑費76,765円管理費支出計7,785,660円
Ⅱ．事業活動の支出の合計：事業活動収支差額マイナス1,188,887円
Ⅲ．投資活動収支の部：投資活動収入；生産者大会の助成金積立取崩し300千円、投資活動支出；退職給付引当資産取得支出が410,134円、生産者大会助成金積立は0、収支差額マイナス11万134円

Ⅳ．その他の支出：徴収不能額529千円（滋賀県と和歌山県分）；その他支出計が529千円
Ⅴ当期収支差額；イナス1,828,021円、前期繰越収支差額7,898,441円、次期繰越収支差額6,070,420円、予備費マイナス529千円は徴収不能額支出（滋賀県の18年度再入会に伴う入会金相当額25万1,000円、和歌山県の21年７月末解散により21年度分の会費８月分以降が未入）、繰越額6,070,420円

・正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は後でお目通し頂きたい。
・貸借対照表の注書き未収会費内訳、21年度分未入が2会員で、三重県と、一部未入が長野県、20年度分が、一部未入１会員、長野県、19年度分、一部未入２会員、長野県と新潟県、18年度分、一部未入２会員、長野県と新潟県、17年度分、一部未入２会員で、長野県と新潟県、21年度未入のうちの三重県分４月１日に入金。

・財務諸表に対する注記です。最終改正が平成20年を採用、平成20年度の固定負債、昨年の総会の資料、固定負債の中で生産者大会助成引当金の30万円の記載漏れがあり、訂正を行った。20年度正味財産1,120万124円を1,090万124円に訂正

ウ．監事意見報告　別所　矩佳監事
　社団法人日本花き生産協会定款第33条の規定により、平成22年5月の11日に平成21年度事業報告書及び決算書について、諸帳簿それから証拠書類を厳正に監査いたしました。結果は適正に処理されておりました。監事の3人の合議ですが、未収金で非常に長い部分ものがある。未収金について早急に対処を取って頂きたい。
平成22年5月11日（社）日本花き生産協会監事　水橋　義輝、内田　傳、別所　矩佳

・議長（田島）：厳粛に受けとめて理事会等の中で議論していきたい。
＜質疑応答＞
・田島（会長）：会長として、資料54頁から61頁により消費拡大検討委員会の１年間の流れを補足説明したい。会員県へは8月5日に周知徹底のお願いをした。その後、花き消費拡大検討委員会での議論が停滞しており、県花き連等への説明をしていない。この総会で各県の代表者の方に御理解頂きたい。花き消費拡大検討委員会へは１年間かけて生産協会も力を入れて取り組んだ。21年の１月21日、市場協会からの呼びかけで花き関係４団体、生産協会、市場協会、インドアグリーン、生花商の４団体が花き消費拡大検討委員会を立ち上げた。（ＪＦＴＤが抜けたので４団体）、構想は花き関係者（生産者、卸売業者、買参人）が市場取扱額の1,000分の１を出し合い、花き消費拡大事業を行う。当時の市場取扱金額は4000億として1,000分の１で合計12億、これで消費拡大事業を実施する。これが大前提。花き消費拡大検討委員会における花き消費拡大事業の推進合意では各団体から検討委員を２名選出し検討を重ねることとなった。その検討会が膠着状態になった。権限がないとか同じことの堂々めぐりということで、利害関係団体が集まるものであり、責任ある者のすり合わせが必要という意見もあり、6月に市場協会会長に呼びかけて協議を行った。生産協会としては20数年来、資金造成ということで苦労した。当時は市場がどちらかといえば消極的だった。今回は市場の方から働きかけて頂いた。達成できるとすればこのチャンスしかないだろうと考え推進することとした。並行して市場協会長と私で話をした。市場と生産側だけででも早くスタートしないと、このまま立ち消えになってしまう。市場協会会長にもそのときは合意できた。なかなか市場の中で進展しないという面もありました。会費すら集めるのに苦労しているわけで、消費拡大への大きな資金は集められない。市場経由の売上の中から一部、それが1,000分の1又は2であれ頂かることが出来ればという考え方も根底にある。提案したのは市場と生産者で市場さんは集金業務をして頂き、資金の方は生産者の方を説得しながら生産者が出すということでとりあえず動き出して、検討会の膠着状態を打破するという二面作戦を提案した。6月22日、各団体で末端へ周知をしてくれという話があり、8月5日、生産者等への周知徹底が必要と判断し、「各県花き連等への周知徹底のお願い」文書を花き連に出した。４団体の中で生産協会では、一番早かったと思う。他の団体が文書でやったかは知らないが、一応生産協会としてはそういうことで各県にお願いしました。その後県の方へは連絡していない。非常に申し分けなく説明不足だということは痛感していた。各県の代表者会議を招集し今の状況を説明しようとしたが、後退していることを説明してもいかがなものかと思いそのままだった。その間にも幾つかの動きがありました。花き消費拡大検討委員会の検討状況、資金造成の周知徹底という文書を出した段階でいろいろな意見が各県連からもあがってきたのを踏まえて、物事をはっきりさせるため、正副会長と検討委員会委員で協議をし、平成21年10月2日に検討委員会長宛てに「花き消費拡大への対応と検討委員会からの回答の依頼について」出して回答を依頼した。委員会では、市場側が万分の１という案が出たり、７回、８回やった中で議事録を取っていないこともあり、文書としてきちんと区切りをつける必要があると考えた。市場側が万分の一になったこと、役員あるいは市場に聞いた情報の中で「買参人からカネは貰えないよ」と言う意見を多く聞いていた。市場の万分の１についても足並みが揃っていないと聞いた。生産者だけが1,000分の１を出して、三者均等で管理機関を作り、果たして生産者に説明が付くのか心配した。回答依頼に対し回答の文書が来たが、我々の主張は全部否定されている。ゼロ回答では検討委員会には出られない。会議に出なければだめだと室長から先ほど指摘されたが、こういう状態では出たくても出られない。このまま進んで会長として生産者の皆さんに申し開きが出来ない。22年１月には検討委員会の膠着状況を何とか打破したいとして、市場協会長から団体長会議を開きたいとい呼びかけがあり応じた。4団体会長会議の合意文書を作成し、持ち帰り検討となったが、結果的には市場協会側は全否定となった。団体長会議の責任の所在はどこにあるのかと申し上げたが、そんな状態で現在に至っている。この問題は生産協会、非常に長い間継続しており、一番私は熱心に取り組んだつもりでいる。市場の万分の１の根拠として、集金業務等の話があるが、これは集めた資金の中で出していくのが当たり前。事務局、事務所を構えることも、当然集めた資金の中でやる。集めたカネで足りなかったら、団体が責任をもって借入を起こし、5年なりで償却するということも可能だ。私の考え方が間違っているという指摘があれば反省すべきところはしなければいけないと思うが、これまでの経過、意図をお酌み取り頂けると大変ありがたい。
･ 議長（田島）それでは、第１号議案「平成21年度事業実績及び収支計算書」について

質問、御意見を改めて伺いたい。発言される方は県名と氏名を述べてからお願いします。
・久家（茨城）：会長から花き消費拡大について細かい御説明があった。確認をさせて頂きたい。1,000分の１を出すのは３団体というようなことであくまでも生産協会としては押し切るのか。市場はいろいろな集金事務をして頂くというような事務経費もかかるので、1万分の１（手数料の1,000分の1）頂いて、そのかわりに事務をやって頂く、そのような方向でもっていくのか。もう一つは、経過を見させていただいた限りでは、資金を各団体が別個に確保して、必要があればそこから支出するという方向でもっていくのか。又は出資金を一本にまとめて管理していくのか。
・議長（田島）：1,000分の1で行くのか、３団体どうするのか、この段階で白紙にしては

と思う。検討委員会の座長が市場協会の役員異動があったと聞いている。生産協会も役員構成が変わる。新体制になってから委員等も決め方向性も含め改めて協議したらどうかという提案も事務局ベースでしている。1,000分の1がいいのか万分の1がいいのかも含め。生産者からは市場の売上から1,000分の1拠出するということで突き進んでしまっていいのか。動き始めれば生産者の場合は売上の中から半強制的に落とせるが、市場と買参人は懐から出さなければ集金できない。現実になったときはすごい差になる。既に市場で万分の１でも出せないといっている市場も聞いている。市場からは「買参人からはもらえないよ」という声が圧倒的です。現実のことを考えると、全部生産者から集まったのを管理団体にそっくり渡すとなると、生産者から出る非難なり不満に応えきれない。少なくとも生産者が納得できる方策はとして花き消費拡大検討委員会でも生産側は最低でも生産者資金の半分は管理団体に出してもいいということを口頭で発言もしている。全部をバックということは毛頭言っていない。しかし、歯止めをつけておかないといけない。新しい年度で役員構成が変わるので、再出発をできれば考えている。
･議長（田島）：そのほか意見が無ければ、賛成いただける方は拍手をもってお願いします。　（拍手多数）

・議長：拍手多数ということで第１号議案は議決させて頂きます。

（休憩）
第２号議案　平成22年度事業計画（案）及び収支予算書（案）の承認について
・資料に基づき平成22年度事業計画（案）及び収支予算（案）について事務局から説明。質疑応答ののち、第2号議案は拍手多数をもって原案通り議決された。

・併せ、平成22年度会費額と振り込み期日等を資料に基づき説明し、了解を得た。

（説明要旨）

ア．事業計画（案）
　・基本方針：花き生産者の全国団体として花き生産者の生産、経営管理技術の向上等による経営発展と、花きの販売、流通にかかる課題の解決を通じ、花き生産者の健全な発展を図る。消費者への安定供給を図るための各種活動を展開する。最近、特に花き需要の低迷傾向が続き、花き生産者にとって喫緊の課題となっており、効果的な消費宣伝活動についての活動も展開する。

・会議等の開催：総会本日開催、理事会・役員会を４回から５回開催、連絡調整会議は理事会と併催し２回から３回開催する。
・花き農家の振興対策では、部会活動の中で研究会、研修会等を通じ生産技術の向上、経営安定の活動を広範に展開していく（22ページ参照）。芝についても検討する。
・全国花き品評会、切花・一般鉢物は中断、洋らんとシクラメンは22年11月開催する。
・花き団体、県組織が行うイベント、表彰事業に対する後援、会長表彰等を引き続き行う。

・部会活動を通じ、国際競争力強化に対する経営改善方策等検討する。輸出も検討する。
・カーネーションの苗の低廉化について引き続き検討する。
・情報提供・組織化対策、青年部を組織化して青年部活動を支援していく。輪ぎく部会の青年部を組織化予定。「花作り」で情報を伝達していく。賛助会員は10を目標にする。
・花き消費拡大については、ＮＨＫ「趣味の園芸」プレゼントコーナーへの協力、各部会活動の中で消費宣伝活動を展開する。他の消費宣伝活動を積極的に支援していく。その他独自の消費宣伝についても検討する。
・日本花き生産協会の運営の活性化に関する検討会を継続実施する。効果的な消費宣伝活動の検討、法人移行の関連も含め組織問題も検討する。
・平成22年度も花き消費拡大検討会が設置されているが、最近における消費宣伝の必要性を考慮して、花き消費拡大検討委員会における動向も見ながら、日本花き生産協会の運営の活性化に関する検討会における協議も行い、資金造成の可能性、効果的な消費宣伝活動の検討と活動方向を検討する。
・要請・要望行動は花き生産の経営改善など従来と同様な方向で活動する。
・県が行う花きに関する表彰行事等に関する表彰のほか、各都道府県、各部会の表彰もこれに準じて実施していく。その他、各種情報を各花き連に送付する。
イ．収支予算（案）
　Ⅰ．事業活動収支の部

・事業活動収入：会費収入；会員会費19,194千円（41会員・3会員減）、賛助会員会費500千円、負担金収入：事業負担金収入1,200千円、部会負担金収入2,000千円（カーネーションと洋らん部会大会及びアルバイト賃金助成）、雑収入200千円、受取利息７千円、広告収入250千円、事業活動収入計23,351千円
　　　　　　　・事業活動支出：印刷費400千円、表彰費400千円、消費宣伝費3,000千円、組織強化
　　　　　　　　費200千円、通信運搬費800千円、負担金2,200千円、慶弔費150千円、渉外費100
　　　　　　　　千円、調査宣伝費130千円、会議費1，000千円、資料費200千円、会報費700千円、
　　　　　　　　旅費500千円、部会大会関係支出1,000千円、花き生産協会運営と活性化に関する検
　　　　　　　　討会400千円、給与費5,400千円、福利厚生費750千円、交通費650千円、臨時雇
　　　　　　　　　　　賃金1,200千円、事業費支出計19,180千円
・管理費支出：給与費が2,500千円、福利厚生費400千円、会議費1,000千円、賃借料2,000千円、水道光熱費700千円、消耗品費200千円、通信運搬費400千円、交通費300千円、リース料750千円、租税公課70千円、雑費100千円、管理費支出計8,420千円、事業活動支出計27,600千円、事業活動収支差額はマイナス4,249千円
Ⅱ．投資活動収支の部：投資活動収入、特定資産取崩収入、生産者大会助成金積立取崩、いずれも0、投資活動収入の合計0、投資活動支出；特定資産取得支出0、退職給付引当資産取得支出410千円、生産者大会助成金積立300千円、投資活動支出計710千円
　　　　Ⅲ．収支差額マイナス710千円、予備費支出1,111,420円、当期収支差額はマイナス
6,070,420円、前期繰越収支差額6,070,420円、次期繰越の収支差額0
　Ⅳ．借入金限度額0、債務負担額0、役員兼事務局長の給与年額は4,992千円
＜質疑応答＞

・議長（田島）：御意見や御質問のある方は、県名と氏名を言ってからお願いします。

・石井（東京）：退会が３会員あるということですが、何か理由があって脱会をするということなのでしょうか。

・事務局：退会される場合、経済的な問題で、残って欲しい旨お願いするが、やはり会費支払いが難しいということが多い。岩手、広島、和歌山県も退会になりました。和歌山県では県の組織を解散した。メリット論もあるが、やはり会費問題が大きいと思う。
・議長（会長）：財政上、各県の状況も似たりよったりかと思う。和歌山の場合はお願いして、再入会という動きも一部出ていると聞いている。長野のようにバランスが崩れて再組織と維持が難しい所は、一部未納が尾を引いている。
・石井（東京）会費を出す以上にメリットがあるような会にもっていけばいいのかなと思います。これは理想かもしれませんが。
・事務局：部会活動をしている人にはメリット感がわかるかと思うが、部会活動に参加していない人についてはメリット感がないというということを言われます。どういう形の生産協会の運営をしていったらいいか、日ごろからちょっと悩むところです。
・加藤（岐阜）花きの消費宣伝のことでもう少し確認をしたい。会長もなかなか苦労されておられるというお話も聞いている。市場取扱額が6,000億から4,000億になっている。これから10年、20年たったらどれだけになるのか、生産者は一生懸命いいものをつくろうとしている。消費、花の魅力というものはなかなか一遍にはわからない人が多い。消費宣伝というのはやはり必要だ。難しい問題があるかと思うが、１年、２年のことではない。100年に１回ある大問題かもしれない。これを乗り越えるのが我々の知恵で、積極的に話に乗って、お互いにわかった、一緒にやっていこうというところへいくのが答えではないか。是非継続をして積極的に話し合って欲しい。賛同を得てほしい。
・議長（会長）：御意見ということで承ると同時に、質問者から賛同も同時に欲しいという
ことですのでお諮りしたい。市場協会も生産協会も今年度役員会で役員人事等、承認頂ければ、新しい体制が発足するので、今後、関係者と協議しながら消費宣伝ということは取り組んで、継続していきたい。次の役員に申し送ります。東京の石井さんからメリットという御指摘がありました。どこでもメリット論というのが出ると思うのですが、メリットというのはすぐに全国組織などになるとなかなか見えてこない。皆さん方から年間、生産協会2,000万の資金を出資していただいて活動をしています。メリットが見えないと。ただ私はぜひ御理解していただきたいのは、非常に口幅ったいのですが、2,000万以上の仕事をしていると思っている。税金の問題、カーネーション苗の共同購入とか、花き生産者の地位向上への貢献など存在感は十分発揮していると思っている。県のことを言いますが、県の園芸協会の運営が立ちゆかなくなって県の農林部長も呼んで協議をしたが、農家というのは個々の発言は非常に弱いが、組織団体というのがあって初めて行政にも意見が言えるし、いろいろな問題点も指摘、お願いもできる。組織、団体というものの火を消してしまったら行政に声も届かないと思っている。加藤理事からの提案に関しまして御賛同いただける方は拍手をお願いしたい。
　（拍手多数）

・議長（田島）：今年度も引き継ぐということで処理させて頂きます。
・議長（田島）：その他意見がないようであれば第2号議案に賛成していただける方は拍手をもってお願いします。

　（拍手多数）

・議長（田島）：拍手多数で第２号議案は承認いただきました。参考といたしまして、29頁に「平成22年度会費額と振込み期日」が記載されています。事務局から説明させます。

・事務局（福田）：　平成22年度会費額と振込み期日、会費額は前年度と同じ。会費振込み期日は、前期分が６月末日、第２期が10月の末日です。取引銀行は三菱東京ＵＦＪ銀行浜松町支店、口座番号が普通預金の３７７４６９８、口座名義は社団法人日本花き生産協会です。よろしくお願い致します。
・議長　年度初めは財政的にやりくりが厳しい面がございます。御協力を頂きたい。

第3号議案

役員の改選について（案）の承認について

・議長より定款第14条第1項に、役員の任期は2年と定められており、平成20年度第49回通常総会で現役員が選出され、今年度が改選年に当たる旨説明。会長より2年間の謝意表明後、議長より事務局に改選の手続き等の説明を要請。

（改選手続き等の説明）
　・理事の定数は定款第12条で15名から20名以内と定められている。現在20名の理事で構成している。20名の理事構成で継続したい。20名の理事のうち、部会長理事を３名、常務理事1名を別途選出し、残り16名の理事をブロック別に選出頂きたい。監事については定款で2名又は3名と定められ、3名で継続したい。
　・ブロック別の理事については、理事会で協議し、会費産出額ウエイトを基本にして、北海道・東北ブロック１、関東ブロック６、東海・北陸ブロック４名、近畿ブロック１、中国・四国ブロック２名、九州・沖縄ブロック２名、計16名を選出することで了承頂いている。なお、監事については関東ブロック2名、近畿ブロック1名で同じく了承を頂いている。
　・理事数を同一業界の関係者が占める割合は２分の１以下と決めるという農林水産省からの指導がありますのでこれへの配慮もお願いしたい。
　・また、法人移行が23年度中と考えられた場合、法人に移行した段階で再選考が必要になり、期間は2年間となっていますが、２年弱ということになる可能性もあります。

・部会長理事については理事会で、スプレーぎく部会長、カーネーション部会長、洋らん部会長と決めて頂いている。
・手順としては、総会を一時休会して、ブロック別にお集まり頂き、ブロック別での役員を選出頂く。決定次第総会を再開して承認頂きたい。総会で理事の承認を頂いた後、再度総会を一時休会し、臨時理事会を開催し、定款第13条第2項により、理事の互選により会長1名、副会長3名、常務理事1名を選出頂き、総会を再開し承認を頂きたい。
・議長より、事務局説明について了承を求めた後、役員選出のため総会を一時休会する旨を宣言
（総会一時休会）
・議長が総会を再開する旨宣言し、事務局にブロック別等の役員候補者名を読み上げるよう指示、事務局から以下の役員候補者を発表

（理事候補者）

北海道・東北ブロック（1名）　　　　　　欠員

関東ブロック（6名）瀧　文臣（茨城県）菊地　正憲（栃木県）田島　鉄弥（埼玉県）

　　　　　　　　　　　岡本　正夫（千葉県）石川　和弘（静岡県）内田　傳（山梨県）

東海・北陸ブロック（4名）　豊島　正人（新潟県）加藤　孝義（岐阜県）

　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　欣夫（愛知県）　松尾　廣文（三重県）

近畿ブロック（1名）別所　矩佳（奈良県）

中国四国ブロック（2名）鬼崎　健次（山口県）岡内　正明（香川県）

九州・沖縄ブロック（2名）平野　和彦（福岡県）　歌津　芳秋（宮崎県）

事務局　　　吉野　茂美（東京都）　

部会長理事（3名）牧野　隆司（スプレーぎく部会長）

星井　榮仁（カーネーション部会長）近藤　邦浩（洋らん部会長）
（監事候補者）

関東ブロック　石井　司夫（東京都）森　信之（神奈川県）

近畿ブロック　藤原　孝治（兵庫県）

・上記候補者について、議長より総会の議決を求めたところ、拍手多数をもって承認議決され、新理事、新監事が選出された。なお、北海道・東北ブロックは理事選出困難につき当面理事19名で運営していくことについても承認された。
・議長より、正副会長、常務理事互選のため臨時理事会を開催するため、総会を一時休会する旨を宣言。

（総会一時休会）

・議長が総会を再開する旨宣言し、事務局に臨時理事会において互選された正副会長、常務理事を発表するよう指示した。

・事務局が以下の正副会長、常務理事を発表

会長：田島　鉄弥（埼玉県）、副会長：瀧　文臣（茨城県）、岡内　正明（香川県）、

　　　伊藤　欣夫（愛知県）常務理事：吉野　茂美

・議長より、承認を求めたところ、拍手多数をもって承認議決された。

・以上の結果以下の役員が承認議決された。

①理事、監事　　　　　　　　　　　
	新　理　事
	現　理　事

	地　区
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	備考
	氏　名
	就任年月日
	選出県

	北海道・東北(1)
	欠　員
	
	
	
	羽川與助
	H17.5.25
	秋　田

	関 　東(6)
	瀧　文臣
	H 8.5.24
	茨　城
	副会長
	瀧　文臣
	H 8.5.24
	茨　城

	
	菊 地 正 憲
	H19.5.23
	栃　木
	
	菊 地 正 憲
	H19.5.23
	栃　木

	
	田島鉄弥
	H 4.5.21
	埼　玉
	会　長
	田島鉄弥
	H 4.5.21
	埼　玉

	
	岡 本 正 夫
	H18.5.26
	千　葉
	
	岡本正夫
	H18.5.26
	千　葉

	
	内 田    傳
	H22.5.28
	山　梨
	
	野島　肇
	H16.5.21
	神奈川

	
	石 川  和 弘
	H20.5.26
	静　岡
	
	石 川  和 弘
	H20.5.26
	静　岡

	東海・北陸(4)
	豊 島  正 人
	H18.5.26
	新　潟
	
	豊島正人
	H18.5.26
	新　潟

	
	加藤孝義
	H12.6.23
	岐　阜
	
	加藤孝義
	H12.6.23
	岐　阜

	
	伊 藤  欣 夫
	H19.5.23
	愛　知
	副会長
	伊 藤  欣 夫
	H19.5.23
	愛　知

	
	松 尾  廣 文
	H21.5.27
	三　重
	
	松 尾  廣 文
	H21.5.27
	三　重

	近　 畿(1)
	別 所  矩 佳
	H22.5.28
	奈　良
	
	藤原孝治
	H18.5.26
	兵　庫

	中国・四国(2)
	鬼崎健次
	H16.5.21
	山　口
	
	鬼崎健次
	H16.5.21
	山　口

	
	岡内正明
	H10.5.29
	香　川
	副会長
	岡内正明
	H10.5.29
	香　川

	九州・沖縄(2)
	平野和彦
	H16.5.21
	福　岡
	
	平野和彦
	H16.5.21
	福　岡

	
	歌 津 芳 秋
	H21.5.27
	宮　崎
	
	歌 津 芳 秋
	H21.5.27
	宮　崎

	ｽﾌﾟﾚｰぎく
	牧 野  隆 司
	H22.5.28
	愛　知
	
	高 平 哲 夫
	H20.5.26
	愛　知

	ｶｰﾈｰｼｮﾝ
	星 井  榮 仁
	H22.5.28
	山　口
	
	杉 本 重 幸
	H20.5.26
	滋　賀

	洋らん
	近 藤　邦 浩
	H21.5.27
	宮　崎
	
	近 藤 邦 浩
	H21.5.27
	宮　崎

	常務理事
	吉野茂美
	H15.5.23
	
	
	吉野茂美
	H15.5.23
	


②監事の選任
	
	新　監　事
	現　監　事

	監　　事
	氏　名
	就任年月日
	選出県
	備 考
	氏　名
	就任年月日
	選出県

	
	石 井  司 夫
	H22.5.28
	東　京
	
	 水 橋  義 輝
	H18.5.26
	東　京

	
	森     信 之
	H22.5.28
	神奈川
	
	 内 田     傳
	H18.5.26
	山　梨

	
	藤 原  孝 治
	H22.5.28
	兵　庫
	
	 別 所  矩 佳
	H20.5.26
	奈　良


③変更理由　任期満了に伴う改選

④任期　2年間（定款第14条第1項）
・議長より定款第17条に基づき顧問を置くことができ、以下の前、元会長を顧問として推薦したい旨発言し総会の承認を求めたところ了承され、以下の顧問が選出された。

　顧問　小嶋　恒（神奈川県）、野本　久雄（群馬県）

・田島新会長挨拶：大変厳しい状況ということはもう申すまでもない状況ですが、苦しい中ですが頑張っていきたい。副会長ともども努力したい。

１０．その他事項　
・事務局：愛知県花き連会長が本日欠席ですが、「第53回日本花き生産者大会あいち」開催に際し御協力を頂いたことに感謝する旨の連絡がありました。
・農林水産省追加説明：「日本花き生産協会第51回通常総会によせて他1点」
農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室　表　尚志氏

（説明要旨）

・「卸売業者破産懸念への事前対策例について」に基づき御説明したい。昨年の１月に浜松の中央花き市場が破産した。鉢物を中心に出荷代金を回収できない生産者が出てしまった。何か方法はないのか検討した。その結果、青果物に関しては全農は、ＪＡ出荷について卸売業者の破綻等による債務不履行に備えて債権の一元管理を行っており、この仕組みのおかげで、青果物生産者においては市場の破産をそれほど懸念しないで済んでいることが分かった。具体的には、第一に、全農は取引のあるすべての卸売業者の財務状況を把握している。財務状況報告書の義務づけは、法律に書いてあるのは中央卸売市場だけで地方卸売市場については、各監督者（都道府県）に委ねられ義務づけまでいっていない。しかし、実際は全農は売買の基本契約を卸売市場と結んで、財務情報の提出を求めている。仮にそれを出さない卸売業者があったとしても、信用調査会社に依頼をして財務状況を入手している。第二に、保証金の確保と入金管理を徹底している。取引がある卸売業者321社と全農の間で締結し、保証金を受け取っている。入金が遅れれば入金を促し、それでも入金が無かった場合は、保証金額を踏まえ、出荷の停止を判断している。第三に、保険に加入している。これにより、卸売業者による債務不履行を、保証金のみで穴埋めできない場合でも生産者は被害を受けることがないようにしている。

　・青果物にこういうシステムがあるのに、花で出来ないことはない。先ほどからメリット論みたいなものがあったが、協会がこれをやれば、生産者はメリットを実感できる。トライを考えていただけないか。花きについては、全農ではなくて県連、県単位で同様の措置を講じているようだ。生産協会でやらなければ全農が、もしくは県連がその役目を担うということもある。生産協会としてどういう対応をするかを考えて下さい。市場については違う部署の担当ではありますが、働きかけを続けるつもり。しかし、それとは別に、自衛として、全農は既にセーフティネットをやっているという実態がある。是非花の世界でも何か考えて、浜松のときのような花だけが痛い目にあうような体制から抜け出して頂きたい。

・花き関係の予算概算決定の概要ですが、昨年度は２千百万円位でしたが、今年度は、５千数百万円の予算がついた。例えば、5、6年以上前には生産協会に花木についての調査をやって頂いていた。当初委託費でしたが、今は委託費ではない予算となっている。これを含めた調査ができる予算も100万円から400万円位に増えた。特に生産に関する調査では、生産協会の強みの発揮できると思う。先ほど海外の調査をしたいという話をしたが、来年度以降、可能であれば海外の生産コスト、流通コストの調査のようなこともやりたい。そういうことを生産協会ですることによって、現場の様子もわかると思うし、海外の状況を踏まえた戦略を考えることが出来る。是非、予算に応募するということも考えて頂きたい。

・「国際園芸博覧会フロリアード2012の周知等について」都道府県の方々には既に農林水産省の農政局から別の形で送っているが、生産者の方々にも関心をもって頂くため資料を添付した。フロリアード2012は、オランダの東部のドイツの国境に近いフェンローで行われる国際園芸博覧会。フロリアードは10年間に１回開かれる。オランダという園芸の最先端地で６カ月間開催される。10年に一度のことでもあり、お祭り的なところがあったが、輸出促進の機会にしたいと思っている。園芸の最先端地での園芸博覧会。将来の園芸界を背負って立つ若手の人たちを育てる機会にもしたい。予算はこれからだが、我々が内部で今、議論をしているのは、この機会に、例えば６カ月間生産者等を派遣し、準備をする過程で語学力をちゃんとつける。博覧会の会場では、海外の国際ビジネスを展開する方々との交流を深めて頂いて、博覧会終了後非常に優れた生産者のところに行って、そこで研鑽、研修、トレーニングができないかということ。興味がある方にはどういうふうな展覧会にしたいかを言ってきてほしい。既にオランダ政府とは話を始めている。具体的に行きたいところの名前を挙げて頂ければ具体的な話が進む。予算はこれからですが、積極的に意見を上げて頂きたい。

・花き産業振興方針の中で書いた「日持ち性の向上」では「花の日持ちについてパンフレット」を作る。花は生鮮品で、季節とか種類とか生産地とか栽培方法とか輸送方法とか飾る場所によって違う。大体どの位持つのか消費者に伝え、小売店に伝え、市場の人にも伝え、結果的に花に対して誤解のない知識の深まりを生むようにしたい。例えば右上の秋の一番右側、ダリア、これは水に入れた場合、４日以下しか持たない。日持ち剤を入れたとしても４日か５日の間位しか持たない。これを使い小売店、消費者などにダリアはこれ位しか持たないという情報を伝えつつ、ダリアの魅力をしっかりと伝えて頂きたい。商品情報を提供することがお客様の満足感を生み、結果的に追加的な消費活動を生むのではないかと考えて作った。採花後の２日目に卸売市場で購入されて、小売店が入荷して２日目、すなわち採花後４日目に消費者が購入した設定にした。試験に使用した品種は、ＪＦコードという花きの品種別コードを見て代表的な品目の代表的な品種を対象にしている。時期ごとに流通量が最も多い品種を集めている。同じダリアでももちろんこれよりも日持ちするものもあるし、日持ちしないものもある。ただ、全く目安がなくて何かふわふわっとしたイメージだけで話をしていても、日持ち性の向上という取り組みが前に進むとは思えない。春の実験が終わった段階でパンフレットを出す予定。

・「卸売業者の現況調査報告（案）」というものを作った。花き卸売市場協会の会員に去年の５月から調査票を発出して調査した。先ほど、日持ちについて品質管理について申し上げたところだが、市場で保管倉庫の８割位は低温でやっているが、低温でやっていないところもある。問題点を明らかにすることによって、市場を整備する当局に対して、こんな状況だと日持ちしないという事が言える。卸売市場がどのように考えているのか、例えば、輸入切り花についての分析、どういう人たちがどういう観点で取り扱いしているかなどが入っている。商品情報開示への取り組みで、卸売業者がどんな商品情報を開示しようとしているかということが書いてある。日持ちの試験をどの位の市場がどういう形でやって公表をしているかも書いてある。情報の扱いについても、出荷者に対して、商品を購入した仕分け先の情報を、市場の人がどういう形で提供しているかを示している。13.5％の市場が全出荷者に対して商品の購入者情報を提供している。なぜあなたの市場はやっていないかという時に使えると思う。

・今後の需給見通し、卸売業者がどういう品目について５年後にどういう形で伸びるか。又は減るかの見通しもある。これは生産する品目を選ぶときの参考資料になる。

・販売代金と取扱手数料、つまり委託された品物についての代金と取扱手数料という当然とれるお金については、扱いが違って然るべき。分離会計をやって然るべき。３割の人が分離会計をしていない。どんぶり勘定でやっている。分離会計をしても、法律上、倒産してしまったときには一緒になるが、分離することすらしないような市場との取引はかなりリスクがある。おとといの市場協会の総会があって、その場で話をしている。皆さんもこれをベースにしていろいろな話し合いをして欲しい。

・「消費者動向調査」について御説明する。昨年の８月にできたペーパー。日本政策金融公庫が、主に食べ物を中心に、俗に言う国産プレミアム、国産の品物について消費者がどのぐらい高くても買うつもりがあるかというデータを出している。食物に関して言うと、国産プレミアム、グラフ上ピンクだったり黄色だったり緑だったりするところがあるが、鑑賞用の花についてはたったの14.9％しかない。輸入品と国産品について、高くても買うと考えている人は、ほかの品物と違って14.9％しかない。同等の値段なら国産品を選ぶという人ですら25.3％。60％の人は国産品であろうが輸入品であろうが全くこだわりがないと答えている。これが現実だということをしっかりと踏まえて、どうやって差別化をするか。国産品の良さをいかに発信するか。国産品であるがゆえにどこに魅力があるというところまで説明をしないと買ってくれないということが、このデータから読める。

・妥当と思う生鮮食品等の価格水準について、平成20年の12月に、今の値段よりもこれくらい低くなくちゃだめということについてアンケートをとった時は、花は今よりも5.3％安くしてくれといことだった。消費者の値下げ圧力。１年たった21年の７月、相変わらずに、今よりも4.8％安くして欲しいとなっている。ほかの品目は、平成20年の12月と平成21年の７月、大幅に数字が変わっている。下げてくれといっている幅が大きく減っているのに対し、花だけは相変わらず５％前後、今よりももっと下げてくれという圧力が引き続きかかっている。消費者の方がこう考えているということをまず現実として考えた上で、今後どういう形でビジネスを展開するか、生産をしていくか、販売戦略を立てていくかということは極めて重要。生産者の方と話をされる時にデータを活用して頂ければと思う。

・世界同時不況以降の食品等の購入の変化（「増えた」－「減った」）については、牛肉が33％で一番消費が減ったが、２番目に花がきて、花は30％の方が消費を減らしたといっている。５％も値段を下げろといわれ、かつ、同時不況直後になると減らしたという割合が増えた、30％も減らしたというのは大変残念な状況であります。最近はやや変わってきているとは思うが、その実態を踏まえた戦略への転換が必要なのではないか。

・最初のペーパーの６．に戻って、先程御議論のあった花き消費拡大のところに立ち返って話をしたい。

（１）「進め方」について、本当にぜひ会議には出席して、消費拡大策の内容の議論をして頂きたい。内容について議論をするためには、専任スタッフが必要なのではないのか。

（２）「徴収の仕方」について、生産者、買参人から卸売業者が拠出金を徴収することについては、後で変なトラブルにならないように、生産者とか買参人からの了解文書をとることが必要だと思う。先程、花き消費拡大についての対応は白紙で考える、というお話が会長からあったが、卸売業者の方々、それから小売りの方々もよく言うのは、拠出の了解を得る手間とか徴収するための経費というのは、金銭的には1,000分の1に相当する、もしくは超えるということ。もし生産者側がそれに納得がいかないのであれば、このシステムをつくるときに、どの位のコストがかかるかということを互いに突き合わせるようなプロセスが必要ではないか。もっとも、このようなプロセスには、手間や時間がかかり、余りそういう議論にはまらない方が物事は建設的に進むとも思う。しかし、市場の万分の一というのが負担として軽過ぎるという考えを生産者側が持ち続けるのであれば、これも検証することが必要になるのではないか。

（３）「拠出金の管理」についての部分は、生産者、市場、小売り、いろいろな人からのいろいろな情報を踏まえて、どういう議論が生産者以外のところでされているかを御紹介するために書いたもの。生産者の方々は、生産者の拠出金額が多分多くなるだろうという見通しに基づいて、その資金を生産協会の管理に委ねるという主張をされている。他の業態の人たちにおいては、生産協会は消費拡大のためにではなくて、先ほど、脱退問題の話がありましたが、組織の存続のためにこの構想を利用しているというように受けとめている向きが多い。生花通信配達協会はこの構想におととしの４月位から離脱されている。話に乗らなかった理由の一つとして、この構想は消費拡大のためといっているが実際はそれぞれの団体の費用になるのではないかということがある。それが事実であろうが、なかろうが、重要なのは、そのように思っている人がいるということ。その人に対してどう説明をしていくか。是非考えて下さい。一緒に仕事をする相手の人たちがそう思っていると話がどうしても前に進まない。そこを説得力のある形で説明をして頂きたい。生産協会に帰属意識がある方々はともかく、帰属意識がない方々は、生産者の拠出額を生産協会の管理に委ねることについては賛成をしないと思う。そういう人に対して説得する手間を、市場の人たち、卸売業者の人たちはすごく気にしていて、それが生産協会さんが生産者から拠出される資金を、自分たちが一番金額が多いのだから生産協会の管理に委ねてくれという話について受け入れない一因となっている。したがって、彼らがそう思っているのは事実なので、それに対してどういう形で説明をしていくか、今後、花き消費拡大についての議論を進めていく上で重要だと思う。2年間、花き生産者、花き業界の人たちにはいろいろと勉強させて頂いて、大変充実した時間を過ごせました。その集大成として、取り急ぎ思いをまとめました。是非花き産業界がもう一度拡大のときを迎えることを楽しみにしていきたい。

１１．議長が閉会を宣言し、第51回総会を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人は下記に署名押印しする。

平成22年5月28日

社団法人　　　　日本花き生産協会
議長（会長）　　田　島　鉄　弥　　印

議事録署名人　　豊　島　正　人　　印

議事録署名人　　別　所　矩　佳　　印
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